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1．令和7年度 緑ヶ丘自治会要望事項について

平牧自治連合会を通じて、下記の要望書を可児市に提出しました。

① おちょぼ稲荷側の団地入口道路の法面改修、樹木の剪定（再）

② 3 丁目№3 街区公園横の市緑地、法面側溝整備

③ 5 丁目東側の竹林の伐採

④ 5 丁目北側の市道（内田橋～羽崎交差点）の草刈り

⑤ 5 丁目北側の林の剪定（1）

⑥ 5 丁目北側の林の剪定（2）

⑦ 3 丁目東側の市道（緑ヶ丘東側入口～二野トンネル）の草刈り

⑧ 2 丁目バス停付近の道路表示灯の復旧

⑨ 4 丁目№2 児童公園内の樹木の伐採

⑩ 1 丁目北側入口の市道の除草

⑪ 2 丁目№8 児童公園のフェンス破損

⑫ 2 丁目№5 運動公園内のトイレの改修
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3．6月のごみ不適切投棄状況について

令和 7 年 5 月のゴミの不適切投棄の件数は 5 件でした。

指定日以外（後出し）投棄が 2 件、指定収集日外 1 件などがありました。

2．公園美化サポーターよりご報告

　６月７日（土）より、公園美化サポーターによる各公園の草刈清掃活動が始まりま

した。

　現在、№5 運動公園、№8 児童公園、№2 児童公園、№3 街区公園、№4 幼児公園まで

1 周目の作業が終了しており、今後も順次、各公園の草刈り作業を進めていきます。

～ 自治会より ～

　雨の中の作業もありましたが、事故・怪我に注意していただきますとともに、

環境整備活動に感謝申し上げます。また、作業時には作業音などが響くと思いま

すが、近隣の方々におかれましてはご理解の程よろしくお願いいたします。



5．7 月の行事・会合など

7 月   5 日（土）　公園美化サポーター活動（№4 幼児公園）・定例役員会

7 月 10 日（木）　平牧自治連合会 定例会

7 月 12 日（土）　公園美化サポーター活動（№7 児童公園）

7 月 19 日（土）　公園美化サポーター活動（№6 幼児公園）

7 月 20 日（日）　第 27 回参議院議員選挙

7 月 26 日（土）　公園美化サポーター活動（№1 幼児公園・№9 児童公園）

4．可児市 回覧文書の完全デジタル化検討について

　可児市では回覧文書の完全デジタル化を計画しています。

　可児市からの回覧文書の種類が 15 ～ 20 種と非常に多く、各地区センターや自治

会での仕分け作業が大変なことや、当自治会でも組長会において「種類が多くて目を

通せない」などの意見をいただいたことがあります。

　その様な事を踏まえ、当自治会は可児市の『回覧文書のデジタル化モデル事業』の

申し込みを行いました。その概要は以下の通りです。

① 可児市公式ホームページ上に回覧文書の電子データを掲載します。広報かに

　 等の戸別配布物と合わせて【別紙】を各自治会に配布します。

② 自治会では、従来の回覧文書に代わり、【別紙】を回覧または戸別配布して

　 いただきます。

③ 自治会員は【別紙】の二次元コードを読み取っていただくことで、回覧文書

　 の電子データを確認することができます。

　 ※ 回覧文書の紙面が必要な場合は、各地区センターにてお渡しします。

④ 実施期間は、令和 7 年 8 月 1 日（金）～令和 7 年 10 月 31 日（金）を

　 予定しています。

～ 可児市より ～

　今回のモデル事業の結果を踏まえて、今後、可児市内全域で回覧文書の完全デ

ジタル化を検討していきます。モデル事業実施後には、ご応募いただいた自治会

を対象にアンケート調査の実施を予定しておりますが、モデル事業の参加の有無

を問わず、ご意見等いただければ幸いです。

　また、モデル事業は改善・問題点の抽出を行うものであり、あくまでも試験運

用になりますので、場合によっては、募集・実施期間、運用方法等、随時変更に

なる可能性があることをご承知おき願います。

　なお、自治会発行の文書や自治会に直接回覧の依頼があった文書につきましては、

従来通り回覧いたします。


